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１．はじめに  

 

  薬学教育の改善・充実については、「薬学教育の改善・充実に関する調査

研究協力者会議」（平成１４年９月２４日、高等教育局長裁定により設置。

以下「協力者会議」という。）において議論が行われ、平成１５年８月２９

日には「中間まとめ」が文部科学省高等教育局長宛に提出されたところで

ある。 

  「中間まとめ」では、①医療技術や医薬品の創製・適用における科学技

術の進歩、医薬分業の進展など、薬学をめぐる状況が大きく変化してきて

いる中、薬剤師を目指す学生には、基礎的な知識・技術はもとより、豊か

な人間性、高い倫理観、医療人としての教養、課題発見能力・問題解決能

力、現場で通用する実践力などを身につけることが求められていること、

②このため、各大学において教養教育を充実しつつ、モデル・コアカリキ

ュラムに基づく教育を進めるとともに、特に臨床の現場において相当期間

の実務実習を行うなど、実学としての医療薬学を十分に学ばせる必要があ

ること、③各大学がモデル・コアカリキュラムに基づく教育に加えて、そ

れぞれの個性・特色に応じたカリキュラムを編成することが必要であるこ

と、④こうした様々な要請に応えるには、薬学教育の現状の修業年限（４

年間）は薬剤師養成には十分な期間とは言えず、今後は、６年間の教育が

必要であること、が提言されている。 

  また、同「中間まとめ」では、教育制度の在り方として、薬剤師養成の

ための薬学教育は６年間の学部教育を基本とするが、多様な人材の養成と

いった薬学教育の果たす役割にも配慮して４年間の学部教育も必要である、

と述べられている。  
本審議会では、協力者会議の「中間まとめ」を踏まえつつ、大学分科会

において薬学教育の改善・充実について審議を重ね、このたび、その審議

の結果を以下のとおりとりまとめて「中間報告」として公表することとし

た。今後、この「中間報告」に対して各界各層から広く意見をいただき、

それらを踏まえつつ、さらに審議を進めることとしたい。 

 

 

２．薬学教育の修業年限について  

 

  大学における薬学教育は、近年の医療技術の高度化、医薬分業の進展等

に伴う医薬品の安全使用や薬害の防止といった社会的要請に応えるため、

教養教育や医療薬学を中心とした専門教育及び実務実習の充実を図るとと

もに、これらを有機的に組み合わせた教育課程を編成して効果的な教育を

実施しうるようにする必要がある。また、現在厚生労働省において行われ

ている薬剤師国家試験受験資格の見直しの検討において、当該受験資格を

得るための教育は６年間の学部教育を基本とする旨の提言が行われている。
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さらに、諸外国における薬学教育の実施状況を見ると６年間の教育が行わ

れている例が多い。 

以上を踏まえ、今後、薬剤師の養成を目的とする薬学教育については、

学部段階の修業年限を４年から６年に延長することが適当である。 

 

  他方、現在、薬学教育においては、薬剤師の養成のみならず、薬学に関

する研究、製薬企業における研究・開発・医療情報提供、衛生行政など、

多様な分野に進む人材を育成している。これは、我が国の薬学が基礎研究

を出発点として発展してきたという歴史的背景によるものであり、特に薬

学研究においては世界的にも高い評価を得ている。このため、薬学系の基

礎教育を中心とした教育を行う現行の修業年限４年の学部・学科を存置す

ることを併せて認めることが適当である。 

 

  修業年限６年の学部又は学科（以下、「６年制学部」という。）、修業年限

４年の学部又は学科（以下、「４年制学部」という。）、いずれの教育におい

ても、薬学が人間の生命にかかわる学問であることを踏まえ、豊かな人間

性と幅広い教養の上に、薬学の基礎的な能力を身につけることが求められ

る。６年制学部においては、「中間まとめ」で述べられている「モデル・コ

アカリキュラム」を参考にしながら、各大学において、主として医療薬学

及び実務実習の拡充が図られる必要がある。また、４年制学部においては、

基礎薬学を中心としつつ、特に薬学の研究者を目指す者に対しては、近年

の学問の発達に対応し、生命薬学など薬学の基礎研究に関連するカリキュ

ラムの充実が行われることが望まれる。 

 

なお、薬剤師国家試験受験資格については、厚生労働省において、６年

制学部を卒業した者に認めることを基本とすることで検討が進められてい

るが、４年制学部を卒業し、薬学関係の修士課程を修了した者が薬剤師を

目指す場合には、実務実習を含む医療薬学に関する履修などの一定の条件

の下で、受験資格を付与する方向で検討すべきであると中央教育審議会は

考えており、そのため、文部科学省は厚生労働省と早急に協議を行うべき

である。 

 

 

３．設置基準等について  

 

  ６年制学部に係る大学設置基準等及び６年制学部を基礎とする大学院に

係る設置基準等については、以下のとおりとする。 

 

（１）大学設置基準等について 

 ア 卒業の要件 

   卒業の要件は、大学に６年以上在学し、１８６単位以上を修得するも
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のとする。 

なお、早期卒業は認めないことが適当である。これは、６年制学部に

おいては、薬剤師の国家資格取得に直結した教育が行われること、人格

的により成熟した段階で知識のみならず十分な技能・態度を有する専門

的な人材を養成するという教育上の必要性があること、教育課程におい

て実習の占める割合が高く学習に要する時間に個人差が少ないことなど

から、修業年限未満の在学期間での教育課程の修了及び卒業を認めるこ

とは適当ではないと考えられるためである。 

 

 イ 専任教員数 

   修業年限の延長に伴い、教養教育、専門教育及び実務実習の一層の充

実が求められることを考慮して、専任教員数については、それぞれの教

育内容に応じた増員を行う必要がある。 

 

 ウ 学位の名称 

   ６年制学部を卒業した者に対して授与する学位の名称は、「学士（薬

学）」とすることが適当である。 

なお、４年制学部を卒業した者に対して授与する学位は、これと異な

る適切な名称（例えば、「学士（薬科学）」など）とする必要がある。 

 

（２）大学院設置基準等について 

 ア 大学院の課程 

   ６年制学部に基礎を置く大学院の課程は、博士課程のみとし、前期、

後期の区分を設けないものとする。その標準修業年限は４年とする。 

 

 イ 修了要件 

   ６年制学部に基礎を置く大学院博士課程の修了の要件は、大学院に４

年以上在学し、３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた

上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。 

  ただし、優れた研究業績をあげた者については、大学院に３年以上在

学すれば足りるものとする。 

 

 ウ 学位の名称 

   ６年制学部に基礎を置く大学院博士課程を修了した者に授与する学位

の名称は、「博士（薬学）」とすることが適当である。 

なお、４年制学部に基礎を置く２年の修士課程又は５年の博士課程（前

期課程、後期課程の区分を設ける場合は、２年の前期課程と３年の後期

課程）を修了した者に対して授与する学位は、これと異なる適切な名称

（例えば「修士（薬科学）」、「博士（薬科学）」など）とする必要がある。 

 

 エ 入学資格 
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   ６年制学部を基礎とする大学院博士課程の入学資格は、６年制学部を

卒業した者を原則とするが、これと同等以上の学力がある者にも入学資

格を認めることが適当である。 

また、６年制学部に４年以上在学し、大学院を置く大学の定める単位

を優秀な成績で修得したと認める者を、当該大学の大学院に入学させる

いわゆる「飛び入学」の制度を認めることが適当である。なお、この制

度の適用により大学院に早期進学した後、進路変更等により薬剤師免許

の取得を希望する者に対しては、学部再編入を認めるなど、柔軟な対応

が各大学においてなされることが期待される。 

 

 

 

４．その他  

 

（１）実務実習の受け入れ体制・指導体制の整備等について 

実務実習は、調剤や服薬指導等の薬剤師の業務を学生が実際に体験する

ことにより、医療の現場において薬剤師の果たすべき職責の重要性を認識

させ、医療人としての職業倫理や責任感を身につけさせるものである。こ

れを、教養教育や医療薬学教育と有機的に組み合わせて実施することによ

り、薬学生としての自覚を促すことが重要である。 

実務実習については、「中間まとめ」で述べられている「実務実習モデル・

コアカリキュラム」の策定を受け、それを踏まえたカリキュラムを各大学

が策定し、医療の担い手としての薬剤師の養成という観点から充実した実

務実習が実施される必要がある。特に、医療現場等における医師・歯科医

師・看護師を含めたチーム医療に積極的に参加するとともに、医薬品の安

全管理・危機管理能力の育成に努めることが必要である。 

「実務実習モデル・コアカリキュラム」では、実務実習の期間は相当程

度の期間（おおむね２４週間程度）を要するものとなっており、現状の２

週間から４週間程度の実務実習の期間が大幅に延長されることとなる。こ

のため、指導体制の整った十分な病院・薬局を確保するための体制を構築

する必要がある。 

また、各大学においては、実習先の病院・薬局との十分な連携体制を図

り、実務実習を行う学生に対して適切な指導を行うとともに、実習を支援

する教員以外の職員の充実に努める必要がある。 

なお、実務実習においては資格を持たない学生が実際に調剤や服薬指導

を行うことになるため、医学教育において行われている臨床実習の例も参

考にしつつ、患者の安全確保や責任体制の明確化を図る必要がある。 

 

（２）共用試験の実施について 

  相当程度の期間の実務実習が行われることから、実習を行う学生の質の

確保が重要である。このため、「中間まとめ」では、実務実習の開始前に、
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学生の実務実習に必要な基本的な能力（知識・技能・態度）を適切に評価

するための共用試験の実施について提言されており、これに沿った具体的

な検討が進められるべきである。 

 

（３）第三者評価について 

  本審議会では、平成１４年８月５日、「大学の質の保証に係る新たなシス

テムの構築について」の答申を行い、大学に関する第三者評価制度の導入

を提言した。これを受け、学校教育法の改正により、認証評価機関による

評価制度が確立され、全大学が「大学の教育研究等の総合的な状況」につ

いての評価（いわゆる「機関別評価」）を受けることとなっている。また、

同時に専門分野別の第三者評価が導入されたが、その対象は、第三者評価

の必要性が特に強い法科大学院等の専門職大学院に限られている。上記答

申においては、このように限定を行った理由について、「現在直ちに多くの

分野で専門分野別第三者評価が実施できる状況にはない」と述べられてい

る。 

  しかしながら、医療人の養成を目的とする分野は、国民の命を守り、健

康を確保するという重大な任務を負う人材を養成することから、他の分野

と比較した場合、その教育研究等の状況に係る第三者評価の必要性が高い

と考えられる。今般、薬学教育について、修業年限が延長されることに伴

い、その趣旨を踏まえた質の高い教育が行われていることを確認していく

必要がある。特に、教養教育が十分に行われているか、医療薬学教育を充

実させた専門教育が適切に行われているか、実務実習が適切な指導体制の

下に「実務実習モデル・コアカリキュラム」を踏まえて行われているか、

などについて十分な検証と適正な評価を行うことが求められる。 

このため、早急に薬学教育についての第三者評価のシステムが整備され

る必要があり、薬学教育の関係者のみならず、その他の大学関係者、職能

団体や企業の関係者等の参画も得つつ、第三者評価機関の組織、評価の基

準、方法等について十分な検討を進めるべきである。 
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佐々木正峰 独立行政法人国立科学博物館館長

島田 燁子 文京学院大学長・短期大学長

関根 秀和 大阪女学院長・大阪女学院短期大学長

長尾 眞 前京都大学長

南雲 光男 日本サービス・流通労働組合常任顧問

西室 泰三 株式会社東芝取締役会長

野依 良治 独立行政法人 理化学研究所理事長

濵田 道代 名古屋大学大学院法学研究科教授

山崎 正和 東亜大学長

＊臨時委員のうち、井村委員、長尾委員、山崎委員の発令日は平成13年７月16日

安西委員、野依委員の発令日は平成15年２月19日

相澤委員、佐々木正峰委員の発令日は平成15年11月26日



中央教育審議会大学分科会

薬学教育の改善・充実に関するワーキング・グループ 委員

岸本 忠三 大阪大学名誉教授，大阪大学前学長，

総合科学技術会議議員

木村 孟 大学評価・学位授与機構長

黒田 玲子 東京大学教授・東京大学総長特任補佐，

総合科学技術会議議員

天野 郁夫 国立学校財務センター研究部長

荻上 紘一 大学評価・学位授与機構教授

（専門委員）

北澤 京子 日経ＢＰ 日経メディカル副編集長 ※

桐野 豊 東京大学大学院薬学研究科長 ※

佐藤 登志郎 北里大学名誉教授 ※

鈴木 昭憲 秋田県立大学長

舘 昭 大学評価学位授与機構教授 ※

福田 康一郎 千葉大学大学院医学研究部長 ※

望月 正隆 共立薬科大学長 ※

注）※は薬学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議委員

役職は平成１６年１月現在
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